
平成２０年度伊勢市の人事行政の運営等の状況について

　「伊勢市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」（平成17年条例216号）の規定に基づき、

伊勢市職員の給与や部門別職員数などを公表します。
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１　定員の適正化の状況

　定員管理とは、地方公共団体が総定員を最小限に抑えることと、部門ごとに適切な職員を配置する
ことで、住民負担の増加抑制に留意しつつ、貴重な人材を活用する「最小の職員数で、最大の効果を
あげる」ことが目的です。
　定員の適正化については、これまでも計画的に取り組みを進めてきましたが、新たに平成18年度に
「伊勢市定員管理計画」を策定し、総職員数の削減に取り組んできました。しかし現在の状況は定員
管理計画策定時よりさらに厳しい行政経営となっており、一層スリムで効率的な組織の構築を図る必
要があります。そのため今回定員管理計画の見直しを図りました。新たな計画は、平成20年度以降の
5年間を期間とし、職員165人を削減目標としています。
　なお、平成19年4月1日の職員数と、平成20年4月1日の職員数とを比較しますと、事務事業等の統合
や整理等見直しを行った結果、19人の削減となりました。

２　職員の任免及び職員数に関する状況

（1）職員採用状況（平成19年度中途採用者数） （平成20年4月1日採用者数）

区　　　分 競争試験 選　　　考 合　　　計 区　　　分 競争試験 選　　　　　考 合　　　　計

一般行政など 0 0 0 一般行政など 24 0 24
教　　　育 0 0 0 教　　　育 0 5 5
病　　　院 18 3 21 病　　　院 5 5 10
消　　　防 0 0 0 消　　　防 16 0 16
合　　　計 18 3 21 合　　　計 45 10 55

（2)職員退職状況（平成19年度退職者数）

区　　　分 定年退職 勧奨退職 普通退職ほか 合　　　計

一般行政など 15 23 10 48
教　　　育 6 2 6 14
病　　　院 1 7 31 39
消　　　防 2 2 0 4
合　　　計 24 34 47 105

 (3) 部門別職員数の状況と主な増減理由
（各年４月１日現在）

　　　　　　　　区　　分
部　　門

職　　　員　　　数 対前年
増減数

主 な 増 減 理 由
平成20年 平成19年

一

般

行

政

部

門

議　　　会 8 8 0
・機構改革による組織の見直し

・業務の見直し、効率化、退職者の補充抑制
など定員適正化による減

総務企画 176 181 -5
税　　　務 53 55 -2
民　　　生 220 231 -11
衛　　　生 154 160 -6
労　　　働 2 2 0
農林水産 26 29 -3
商　　　工 29 27 2
土　　　木 109 111 -2
小　　　計 777 804 -27

 　特
 　別
 　行部
 　政門

教　　　育 151 154 -3
・御薗分署の新設に向けた増消　　　防 184 172 12

小　　　計 335 326 9

　 公
　 営
　 企会
　 業計
　 等部
　 　 門

病　　　院 363 371 -8 ・患者数の減少に伴う調整

・長寿医療制度（後期高齢者医療制度）の導入
に伴う増

水　　　道 37 37 0
下 水 道 39 39 0
そ の 他 47 40 7
小　　　計 486 487 -1

合　         　計 1,598 1,617 -19
（注）1　職員数には伊勢広域環境組合派遣職員の人数は含まれていません。
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(4) 年齢別職員構成の状況（平成20年４月１日現在）

　

区　分

20歳 20歳 24歳 28歳 32歳 36歳 40歳 44歳 48歳 52歳 56歳 60歳

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

計

未満 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳 43歳 47歳 51歳 55歳 59歳 以上

職員数
人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

7 44 101 192 197 200 145 163 187 189 170 3 1,598

(5) 定員管理の数値目標及び進捗状況
①平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標

平成17年4月1日 平成22年4月1日
純減数 純減率

職員数 職員数

人 人 人 ％

1,713 1,525 188 11

（注）国の定める期間における数値目標です。

（参考）伊勢市定員管理計画における定員管理の数値目標
計画期間

数値目標
始　期 終　期

平 成 20 年 4 月 1 日 平 成 25 年 4 月 1 日 165人の減

②定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要
（各年４月１日現在）

　　　　　　　　　区　　分

部　　門

１７年 １８年 19年 20年 17年～20年 （参考）

計画始期 １年目 2年目 3年目 計 数値目標

一般行政 職員数 845 814 804 777 －

増　減 -31 -10 -27 -68

教　育 職員数 181 169 154 151 －

増　減 -12 -15 -3 -30

消　防 職員数 172 172 172 184 －

増　減 0 0 12 12

公 営 企 業 職員数 515 519 487 486 －

等 会 計 増　減 4 -32 -1 -29

計
職員数 1,713 1,674 1,617 1,598 － 1,525

増　減 -39 -57 -19 -115(61.2%) 188

（注）１　計画期間は、１７年～２２年の５年間です。

　　　２　（　％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示しています。   

　　　３　増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画1年目以   

  　　　降現年までの職員増減数の累計を示しています。                                              
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      ２　職員数は、平成１９年４月１日現在の人数です。

　　　２　ラスパイレス指数は、国家公務員と学歴別、経験年数別に比較した数値です。

　　　３　伊勢市・三重県・国・類似団体については、正規職員の人数及び平均データです。　

３　職員の給与の状況

(1) 人件費の状況（一般会計決算）

区　　分
住民基本台帳人口 歳　出　額　 人　件　費 人 件 費 率 （参考）

（平成２０年３月３１日） 　　　　　　Ａ 　　　　　　Ｂ Ｂ／Ａ 平成１８年度人件費率

１９年度
人　 　　　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　　％ 　　　　　　　　　　　％

134,120 44,119,065 9,721,924 22.0 24.6

(2) 職員給与費の状況（一般会計決算）

区　分
職員数 給　　与　　費 一人当たり給与費

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　　　　計　　　　　Ｂ Ｂ／Ａ

１９年度
人 千円 千円 千円 千円 千円

1,127 4,403,751 682,325 1,807,784 6,893,860 6,117

（注）１　職員手当には退職手当及び退職手当組合負担金を含みません。

(3) ラスパイレス指数の状況（平成２０年４月１日現在）

区　分 伊勢市 類似団体平均 全国市平均

ラスパイレス指数 99.0 99.9 98.3

（注）１　ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。

(4) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成２０年４月１日現在）

　　　①一般行政職

区　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額

伊勢市 40.09 歳 325,201 円 384,926 円 349,230

（国ベース）

円

三重県 42.7 歳 354,365 円 446,150 円 391,582 円

国 41.1 歳 325,113 円 ― 387,506 円

類似団体 44.3 歳 353,717 円 447,314 円 412,049 円

　　　②技能労務職

区　　分
平均
年齢

職員数
平均給料

月額
平均給与

月額

平均給与月額

（国ベース）

伊勢市 48.02歳 208人 337,140円 360,346円 347,463円

うち用務員 52.10歳 27人 369,381円 389,589円 383,489円

うち清掃職員 46.11歳 95人 338,683円 371,914円 352,793円

うち学校
48.09歳 44人 323,161円 328,341円 324,523円

三重県

給食調理員

46.3歳 430人 340,711円 393,590円 368,497円

国 48.9歳 4,784人 284,679円 － 320,623円

類似団体 46.2歳 87人 335,955円 399,132円 380,175円

（注）１　「平均給料月額」とは、平成２０年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。
      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当などの　　　　　 
　　　　すべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされている
　　　　ものです。　
　　　　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊　　　
　　　　勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算した
　　　　ものです。
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◎技能労務職員等の給与等の見直しに向けた取り組みについて

〇給料表の適用

〇人員について

　なども含め、人員の適正に努める。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

〇給料等の公表

・ 技能労務職員の給料等を、細分化した職種別に公表する。

・ 三重県・国・類似団体と比較し、公表する。

平成18年7月より、技能労務職給料表（国・行政職二表）を導入し、給料表の運用の適正化に努めた。

平成15年度より新規職員の採用を控えており、業務委託や指定管理者制度

（参考：民間デ
職　種

ータ）
平均年齢 平均給与月額 　※民間データは、厚生労働省が公表する「賃金構造基本統計調査」において公表されているデータです。

廃棄物処理 43.6歳 299,700円 　※数値については平成17年～19年の3ヶ年平均です。

調理士

業務従業員

42.1歳 276,600円 　※平均給与月額等について、民間データはパート・アルバイト労働者を含んでいます。

用務員 53.9歳 225,900円 　※業務内容・雇用形態（年数）等において完全に一致するものではありません。

(5) 職員の初任給の状況（平成20年4月1日現在）

一般行政職

区　　　分

大　学　卒 178,800

伊勢市

円

三重県

178,800 円
Ⅰ種　181,200

国

円

高　校　卒 149,800 円 144,500 円 140,100

Ⅱ種　172,200 円

円

技能労務職 高　校　卒 146,700 円 144,500 円 －

消　防　職
大　学　卒 191,600 円 － －

高　校　卒 161,600 円 － －

(6) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成20年4月1日現在）

区　　　    

一般行政職
大　学　卒

     分

266,106

経験年数１０年

円 304,567

経験年数１５年

円

経験年数２０年

350,420 円

高　校　卒 227,700 円 274,850 円 314,950 円

(7) 一般行政職の級別職員数の状況（平成20年4月1日現在）

１　級

区　　分

　職　員

標準的な職務内容 職員数 構成比

　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

２　級 　職　員

22 3.0
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

３　級 　職　員

64 14.3
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

４　級 　係　長

195 35.0
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

５　級 　課長補佐

103 18.2
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

６　級 　課　長

50 11.3
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

７　級 　部　長

70 13.9
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

　合　計

25 4.3
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

100.0529
（注）１　伊勢市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
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（20年度支給割合）

 月分  月分  月分  月分

　・役職加算　５～１５％

（注）　　支給割合は平成１９年度給与改定後の数値を表示しています。

　（定年前早期退職特例措置：2％～20％加算）

１人当たり平均支給額　　

　　　２　1人当たりの平均支給額については平成19年度の状況を掲載しています。

月分3.0 1.53.0 1.5 月分3.0 1.5

(8)職員の手当の状況(一般会計）

① 期末手当・勤勉手当

伊　勢　市 三重県 国

１人当たり平均支給額（平成１９年度） １人当たり平均支給額（平成１９年度） １人当たり平均支給額（平成１９年度）

千円1,617 1,899 千円 千円－
（20年度支給割合） （20年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　勤勉手当 期末手当 　　　　　 勤勉手当 期末手当 　　　　　　 勤勉手当

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

　・役職加算　 　５～２０％ 　・役職加算　 　５～２０％

　・管理職加算　１５～２５％ 　・管理職加算　１０～２５％

②退職手当（平成20年4月1日現在）

伊　勢　市 国

（支給率）　　　　　　　　　自己都合　　　勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　自己都合　     勧奨・定年

勤続２０年 23.50 月分 30.55 月分 勤続２０年 23.50 月分 30.55 月分

勤続２５年 33.50 月分 41.34 月分 勤続２５年 33.50 月分 41.34 月分

勤続３５年 47.50 月分 59.28 月分 勤続３５年 47.50 月分 59.28 月分

最高限度額 月分 月分59.2859.28 最高限度額 月分 月分59.28 59.28

その他の加算措置 その他の加算措置

　（定年前早期退職特例措置：2％～20％加算）

（自己都合） ３,６４７千円　

（勧奨・定年） ２５,１６２千円　

（注）１　旧３町村の職員については退職手当組合に加入しているため、退職手当は旧伊勢市職員について記載しています。

③特殊勤務手当（平成20年4月1日現在）

支給実績（平成19年度決算） 29,130

48,793

千円

支給職員１人あたり平均支給年額（平成１9年度決算）

46.4

　円

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成１9年度） 　％

手当の種類（手当数） ９種類

税務等調査交渉従事
手当

手当の名称

課税・収税・福祉関係・用地交渉
担当職員

主な支給対象職員

滞納整理・検税・福祉調査
・用地交渉業務

主な支給対象業務

滞納整理・用地交渉　日額400円
　その他　日額300円

左記職員に対する支給単価

行旅病人、同死亡人取扱
手当

生活支援課職員
身元不明病人の救護及び
死亡人の葬送業務

病　 人　１件　3,000円
死亡人　１件　6,000円

心身障害児通園施設勤
おおぞら児童園職員

おおぞら児童園で勤務した
日額　200円

務手当

清掃業務等従事手当
環境課・清掃課
二見・小俣生活環境課職員

廃棄物の収集、運搬業務及
び
分別業務、し尿浄化槽検査

場合

廃棄物の収集運搬・し尿浄化槽
検査　　　　　　　日額　500円
上記ほか分別、処分作業に従事

公害、防疫業務従事手当 環境課・農林課職員 公害・汚水検査、消毒業務
公害・汚水検査 日額　300円

した場合　　　日額　1,050円

危険業務従事手当
産業支援センター準備室職員
維持課職員

・毒劇物の取扱業務
・高所・深所の特殊現場の作
業
・他者から危害を受けた場合

毒劇物取扱　　 日額　200円
危険場所作業　日額　400円

身体に危害を受けた 場合
１件　3,000円

消毒・噴霧作業 日額　500円

6



…24,500円

7

変則勤務手当 保育所（園）の職員
正規の勤務時間が早番に割
り振られた場合

7時30分以前に出務　日額　300
円

消防手当 消防職員

救急業務に従事した場合
消防業務に緊急出動した場 １回につき　300円
合
正規の勤務時間が深夜に割
り振られた場合（22：00～5： １回につき　400円

救急救命士が救急業務を

00）

日額　300円

災害時出動手当 全職員
災害時の召集、作業、罹災
世帯の調査、死亡者の収容

行った場合

災害時の召集　 日額　1,000円
災害時屋外作業日額　1,200円
災害調査員　　　日額　　400円
行方不明者捜索日額　2,000円
死体収容作業　 日額　6,000円

（注）同一の手当で「日額」と記載があるものの重複支給はありません。

④時間外勤務手当

支給実績（19年度決算） 268,167 千円

千円支給職員１人当たり平均支給年額（19年度決算） 262

⑤その他の手当（平成20年4月1日現在）

国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容

支給実績
（19年度決算）

支給職員１人当たり
手　当　名 内容及び支給単価 平均支給年額

扶養手当

・配偶者　　　　　13,000円
・配偶者以外の扶養親族
　１人 　　　　　　　6,500円
・配偶者のない場合の
  １人目　  　　　11,000円
・16～22歳の子、孫に対し
　　　　　　　 5,000円加算

同じ 133,506 千円 239,688

（19年度決算）

円

住居手当

◎借家・借間
・家賃13,000円未満
　支給無し
・13,000円～23,000円以下
　支給額（家賃－12,000円）
・23,001円～55,000円未満
　支給額（家賃－23,000円）
     ×1/2＋11,000円
・55,000円以上
　支給額　27,000円

同じ

42,779 千円 76,119 円

◎持家
新築等5年未満　3,000円
新築等5年以上　1,000円

異なる
国（持家）
新築等5年未満
…　2,500円

通勤手当

公共交通機関利用者
定期券相当分支給 同じ

57,380 千円 62,033 円

（支給限度額55,000円）

交通用具（自転車等）
利用者
2ｋｍ未満　　　　支給無し
2～3ｋｍ未満　　2,500円
3～4ｋｍ未満　　3,500円
4～5ｋｍ未満　　4,300円
5～6ｋｍ未満　　4,600円
6～7ｋｍ未満　　4,900円
7～8ｋｍ未満　　5,200円
8～10ｋｍ未満　 5,500円
10～15ｋｍ未満  7,000円
15～20ｋｍ未満  7,900円
20～25ｋｍ未満　8,800円
25～30ｋｍ未満　9,700円
30～35ｋｍ未満 10,600円
35～40ｋｍ未満 11,500円
40～45ｋｍ未満 12,400円
45～50ｋｍ未満 13,300円
50～55ｋｍ未満 14,200円
55～60ｋｍ未満 15,100円
60ｋｍ以上　　　 16,000円

異なる

交通用具利用者
2ｋｍ未満
…支給無し
2～5ｋｍ未満
…2,000円
5～10ｋｍ未満
…4,100円
10～15ｋｍ未満
…6,500円
15～20ｋｍ未満
…8,900円
20～25ｋｍ未満
…11,300円
25～30ｋｍ未満
…13,700円
30～35ｋｍ未満
…16,100円
35～40ｋｍ未満
…18,500円
40～45ｋｍ未満
…20,900円
45～50ｋｍ未満
…21,800円
50～55ｋｍ未満
…22,700円
55～60ｋｍ未満
…23,600円
60ｋｍ以上



当 副　市　長 　280/100×在職年数×給料月額 　　任期毎
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じる）

休日給

・休日に勤務が割り振られ
たとき（消防職員のみ）
・時間外勤務単価×

同じ 59,062 千円 536,926 円

夜間勤務手当

・22：00～5：00の間に勤務
が割り振られたとき
・時間外勤務単価×
　　　　　　　　25/100

　　　　　　　 　135/100

同じ 29,327 千円 215,638 円

管理職手当

部長職
　月額　69,000円

課長職
　月額　49,000円

異なる

・給料月額に対
する支給割合
７級（伊勢部長級）
・2種　88,500
・3種　77,400
・4種　66,400
6級（伊勢課長級）
・3種　72,700
・4種　62,300
・5種　51,900

60,843 千円 579,457 円

管理職員
特別勤務手当

管理職員が休祝日に勤務
を命ぜられたとき
（6時間超の場合は
150/100を乗じる）
・課長職１回　7,000円
・部長職１回　8,500円

異なる

・１種　12,000円
・２種　10,000円
・３種　 8,500円
・４種　 7,000円
・５種　 6,000円
（６時間を超えた場
合は150/100を乗

2,130 千円 45,324 円

(９)特別職の報酬等の状況（平成20年4月１日現在）

給
料

区　　　分 給　　料　　月　　額　　等

（参考）類似団体における最高／最低額

市　　　　長 1,013,000 円 1,070,000 円／ 547,800 円

報
酬

副　市　長 785,000 円 900,000 円／ 547,500 円

議　　　　長 567,000 円 760,000 円／ 420,100 円

副　議　長 509,000 円 670,000 円／ 366,600 円

期
末
手
当

議　　　　員 451,000 円 62 円／ 円338,8000,000

市　　　　長 　　（平成20年度支給割合） 4.4 月分 　・役職加算　20％

副　市　長 4.4 月分 　・役職加算　20％

議　　　　長 　　（平成20年度支給割合） 3.3 月分 　・役職加算　20％

副　議　長 3.3 月分 　・役職加算　20％

退
職
手

議　　　　員 3.3 月分 　・役職加算　20％

　　（算定方式） 　（支給時期）

市　　　長 　450/100×在職年数×給料月額 　　任期毎



（注）　職員手当には、退職手当及び退職手当組合負担金を含みません。

　　　２　 平均月収額は、平成19年度の決算額から算出し、その手当には期末・勤勉手当等が含まれています。  

月分 月分 月分 月分

１人当たり平均支給額　　 １人当たり平均支給額 　　

計 3.0 1.5 計 3.0 1.5

19年度 2,426,454 515,103 319,158 13.2 15.0

　　　２　1人当たりの平均支給額については平成19年度の状況を掲載しています。
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(10)　公営企業職員の状況
(Ⅰ)　水道事業
① 職員給与費の状況

ア　決算

区分 総費用 純損益又は 職員給与費 総費用に占める （参考）

実質収支 職員給与費比率 　　18年度の総費用に

Ａ  Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ 占める職員給与費比率

　　　　千円 千円　 千円　 ％　　　　 ％　

区分 職員数 給　　与　　費 一人当たり給与費

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　　　　計　　　　　Ｂ 　　　　　　　　Ｂ／Ａ　　

6,843千円19年度 36人 160,140千円 19,396千円 66,818千円 246,354千円

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成20年4月1日現在）
　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

伊勢市 48.1 歳 380,835 円 572,303 円

歳 円 円全国市町村平均 45.5 374,552 571,242

(注)　１　 基本給は、給料月額と扶養手当を合計した額です。  

③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当
伊　勢　市（水道事業） 伊　勢　市（一般会計）

１人当たり平均支給額（平成１９年度） １人当たり平均支給額（平成１９年度）

1,856千円 1,617千円

（平成２０年度支給割合） （平成２０年度支給割合）

　　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

　・役職加算　５～１５％ 　・役職加算　５～１５％

イ　退職手当（平成20年4月1日現在）
伊　勢　市（水道事業） 伊　勢　市（全体）

（支給率）　　　　　　　　　自己都合　　　勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　     　 勧奨・定年

勤続２０年 23.50 月分 30.55 月分 勤続２０年 23.50 月分 30.55 月分

勤続２５年 33.50 月分 41.34 月分 勤続２５年 33.50 月分 41.34 月分

勤続３５年 47.50 月分 59.28 月分 勤続３５年 47.50 月分 59.28 月分

最高限度額 月分 月分59.28 59.28 最高限度額 月分 月分59.28 59.28

その他の加算措置 その他の加算措置

　（定年前早期退職特例措置：2％～20％加算） 　（定年前早期退職特例措置：2％～20％加算）

（自己都合） 退職者なし （自己都合） ３，６４７千円

（勧奨・定年） （勧奨・定年）２６,７５０千円 ２５，１６２千円

（注）１　旧３町村の職員については退職手当組合に加入しているため、退職手当は旧伊勢市職員について記載しています。



千円

（注）　職員手当には、退職手当及び退職手当組合負担金を含みません。

　　　　２　 平均月収額は、平成19年度決算額から算出し、その手当には期末・勤勉手当等が含まれています。  

16.0 23.219年度 1,813,494 29,075 290,212

0 千円 0管理職員特別勤務手当 一般会計に同じ

支給職員１人当たり平均支給年額（19年度決算） 211

清掃業務等従事手当 同上
に従事した場合

日額　　500円

左記職員に対する

ウ　特殊勤務手当（平成20年4月1日現在）
支給実績（19年度決算） 891 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（19年度決算） 52,388 　円

職員全体に占める手当支給職員の割合（19年度） 　％47.2

手当の種類（手当数） ５種類

調査交渉従事手当

手当の名称

水道職員

主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給単価

停水処分に従事した場合 日額　　400円

滞納整理業務を行った場合

検針・集金作業業務に従事

日額　　400円

した場合
日額　　300円

危険業務従事手当

夜間工事従事手当

同上

同上 夜間工事に従事した場合 １回につき　2,200円

道路上の配管・修繕工事 日額　　300円

深所・傾斜地・高所の業務

危険薬剤、機器に従事する

日額　　400円

職員
月額　 2,500円

正規の勤務時間が休日、早

身体に危害を受けた場合 １件につき　3,000円

変則勤務手当 同上

廃棄物の収集、運搬、処分

番、遅番に該当した場合
日額　　400円

エ　時間外勤務手当
支給実績（19年度決算） 6,872 千円

オ　その他の手当（平成20年4月1日現在）  
国の制度 国の制度と 支給実績 支給職員１人当たり

手　当　名 内容及び支給単価 との異同 異なる内容 （19年度決算）
（19年度決算）
平均支給年額

扶養手当 一般会計に同じ 6,813 千円 262,038 円

住居手当 一般会計に同じ 572 千円 28,610 円

通勤手当 一般会計に同じ 2,257 千円 70,530 円

管理職手当 一般会計に同じ 1,992 千円 569,143 円

円

(Ⅱ)　下水道事業
① 職員給与費の状況

ア　決算

区分 総費用 純損益又は 職員給与費 総費用に占める （参考）

実質収支 職員給与費比率 　　18年度の総費用に

Ａ  Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ 占める職員給与費比率

　　　　千円 千円　 千円　 ％　　　　 ％　

区分 職員数 給　　与　　費 一人当たり給与費

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　　　　計　　　　　Ｂ 　　　　　　　　Ｂ／Ａ　　

231,391千円 5,785千円19年度 40人 147,343千円 23,895千円 60,153千円

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成20年4月1日現在）
　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

伊勢市 39.0 歳 315,743 円 485,440 円

歳 円 円全国市町村平均 44.6 372,307 570,494

（注）　１　 基本給は、給料月額と扶養手当を合計した額です。  
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月分 月分 月分 月分

　・役職加算　５～１５％ 　・役職加算　５～１５％

その他の加算措置 その他の加算措置

　　　２　1人あたりの平均支給額については平成19年度の状況を掲載しています。

調査交渉従事手当 下水道職員

千円

0 0

支給職員１人当たり平均支給年額（19年度決算） 340

滞納整理業務を行った場合 日額　　400円

左記職員に対する

計 3.0 1.5 計 3.0 1.5

円管理職員特別勤務手当 一般会計に同じ 千円

11

③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当
伊　勢　市（下水道事業） 伊　勢　市（一般会計）

１人当たり平均支給額（平成１９年度） １人当たり平均支給額（平成１９年度）

1,504千円 1,617千円

（平成２０年度支給割合） （平成２０年度支給割合）

　　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

（加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

（加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

イ　退職手当（平成20年4月1日現在）  
伊　勢　市（下水道事業） 伊　勢　市（全体）

（支給率）　　　　　　　　　自己都合　　　勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　     　 勧奨・定年

23.50 30.55 23.50 30.55勤続２０年

33.50

月分

41.34

月分 勤続２０年

33.50

月分

41.34

月分

勤続２５年

47.50

月分

59.28

月分 勤続２５年

47.50

月分

59.28

月分

勤続３５年 月分 月分

59.28 59.28

勤続３５年 月分 月分

59.28 59.28最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

　（定年前早期退職特例措置：2％～20％加算） 　（定年前早期退職特例措置：2％～20％加算）

退職者なし ３，６４７千円１人当たり平均支給額　　（自己都合） １人当たり平均支給額 　　（自己都合）

（勧奨・定年） （勧奨・定年）退職者なし ２５，１６２千円

（注）１　旧３町村の職員については退職手当組合に加入しているため、退職手当は旧伊勢市職員について記載しています。

ウ　特殊勤務手当（平成20年4月1日現在）
支給実績（19年度決算） 38 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（19年度決算） 6,400 　円

職員全体に占める手当支給職員の割合（19年度） 　％15.0

手当の種類（手当数） １種類

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給単価

エ　時間外勤務手当
支給実績（19年度決算） 12,410 千円

オ　その他の手当（平成20年4月1日現在）  
国の制度 国の制度と 支給実績 支給職員１人当たり

手　当　名 内容及び支給単価 との異同 異なる内容 （19年度決算） 平均支給年額
（19年度決算）

扶養手当 一般会計に同じ 5,363 千円 214,530 円

住居手当 一般会計に同じ 2,007 千円 83,621 円

通勤手当 一般会計に同じ 2,084 千円 61,291 円

管理職手当 一般会計に同じ 1,992 千円 569,143 円



　　　　２　 平均月収額は、平成19年度決算額から算出し、その手当には期末・勤勉手当等が含まれています。  

　　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

　（定年前早期退職特例措置：2％～20％加算） 　（定年前早期退職特例措置：2％～20％加算）

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、平成19年度に退職した病院及び伊勢市全職種に支給された
　

％ 人 ％医　師 13 44 13

（注）　上記支給実績等は平成19年度、支給対象等は平成20年度の状況です。
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(Ⅲ)　病院事業
① 職員給与費の状況
ア　決算

区分 総費用 純損益又は 職員給与費 総費用に占める （参考）

実質収支 職員給与費比率 18年度の総費用に占める

Ａ  Ｂ　 Ｂ／Ａ 職員給与費比率

19年度
　　　　千円 千円　 千円　 ％　　　　 ％　
6,760,610 55.0△ 528,880 3,761,670 55.6

イ　決算
区分

　　　　　　Ａ

職員数

給　 料

給　　　

職員手当

与　　　費

期末・勤勉手当 　　　　　計　　　　　Ｂ

一人当たり給与費

Ｂ／Ａ

7,007千円19年度 375人 1,483,162千円 527,841千円 616,558千円 2,627,561千円

（注）１　職員手当には児童手当及び退職手当を含みません。

② 職員の基本給、
区　　分

伊勢市

平均月収額及び平均年齢の状況
平　均　年　齢

（平成20年４月１
基本給

日現在）
平均月収額

医　　師 42.7 歳 568,403 円 1,350,000 円

看護師 39.3 歳 301,526 円 473,000 円

全国市町村平均

事務職 44.4 歳 355,498 円 539,000 円

医　　師 43.3 歳 565,450 円 1,314,681 円

看護師 37.3 歳 291,607 円 470,546 円

歳 円 円355,301事務職 44.3 549,136

（注）　１　 基本給は、給料月額、地域手当及び扶養手当を合計した額です。  

③ 職員の手当の状況
ア　期末手当・勤勉手当

伊　勢　市（病院事業） 伊　勢　市（一般会計）
１人当たり平均支給額（平成１９年度） １人当たり平均支給額（平成１９年度）

1,644千円 1,617千円
（平成２０年度支給割合） （平成２０年度支給割合）

月分 月分計 3.0 1.5 月分 月分3.0 1.5計

（加算措置の状況） （加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置
（役職加算5％～15％） （役職加算5％～15％）

イ　退職手当
伊　勢　市（病院事業） 伊　勢　市（全体）

（支給率）　　　　　　　　　自己都合　　　勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　     　 勧奨・定年

勤続２０年 23.50 月分 30.55 月分 勤続２０年 23.50 月分 30.55 月分
勤続２５年 33.50 月分 41.34 月分 勤続２５年 33.50 月分 41.34 月分
勤続３５年 月分 月分59.2847.50 勤続３５年 月分 月分47.50 59.28
最高限度額 月分 月分59.2859.28 最高限度額 月分 月分59.28 59.28
その他の加算措置 その他の加算措置

１人当たり平均支給額　　（自己都合） １人当たり平均支給額 　　（自己都合）　　　１，５７８千円 ３，６４７千円

（勧奨・定年） （勧奨・定年）　　２７，１５６千円 ２５，１６２千円

　　 平均額を掲載しています。

ウ　地域手当（平成20年４月１日現在）
支給実績（平成19年度決算） 32,926 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成19年度決算）    円731,697

支給対象 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）



千円

円

管理職緊急業務手当 管理職である医師
療等の業務に従事したとき 6時間を超える勤務1回につき

支給実績（19年度決算） 149,954

宿日直手当 異 16,534 千円 199,202
        月3回以上30,000円
その他　１回       5,900円

1回 20,000円
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エ　特殊勤務手当（平成20年4月１日現在）
支給実績（19年度決算） 217,272

支給職員１人当たり平均支給年額(19年度決算、医師・看護師含む) 579,391

千円

職員全体に占める手当支給職員の割合（19年度）

　円

100.0 　％

手当の種類（手当数）

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務

副院長
医療部長及び健診センター長

14種類

左記職員に対する支給単価

月額　140,000円
月額　130,000円

医師診療手当 医師及び歯科医師
医長
副医長

医学調査及び研究に従事

月額　120,000円
月額　 70,000円

医師研究手当

医療業務手当

医師及び歯科医師 する場合で大学卒業後2年
を経過した者

月額　180,000円

薬剤師

臨床検査技師、臨床工学技士、視
能訓練士、２病棟又は産婦人科外
来診療室に勤務する助産師及び人

調剤等業務に従事した場合

臨床検査、手術、人工透析
業務等に従事した場合

日額　500円

日額　400円
工透析室又は手術室に勤務する看
護師又は准看護師

看護補助者並びに健診センター室
及び事務部に勤務する職員

看護補助、健診センター、事
務部業務に従事した場合

月額　3,000円

放射線取扱手当 医師及び放射線技師
放射線照射業務に従事した
場合

日額　400円

分娩業務手当 助産師 分娩業務に従事した場合 分娩１件に付き　　　　　　400円

解剖業務手当 医師及び臨床検査技師
死体の解剖業務に従事した
場合

死体１体につき　　　　　3,000円

死体処理手当 看護師
死体の清拭等業務に従事し

死体１体につき　　　　　　500円

解剖死体搬送手当

夜間看護手当

死体の搬送に従事した職員

看護師及び准看護師

た場合

死体の搬送に従事した場合

正規の勤務時間が深夜に
割り振られた場合

搬送１体に付き　　　　　1,500円

深夜の勤務時間が２時間未満
　　　　　　　　勤務１回　1,600円

待機手当 医師、医療技術者、看護師

（深夜22：00～5：00）

救急患者等に対処する

深夜の勤務時間が２時間以上
　　　　　　　　勤務１回　2,200円

待機の時間が８時間未満
　　　　　　　　待機１回　　600円

変則勤務手当

ため、自宅待機をした場合 待機の時間が８時間以上
　　　　　　　　待機１回　1,200円

日額　300円

健診センター職員
人間ドック等に従事する職員で
土曜日に当該業務に従事した
場合

手術室又は栄養管理課に勤務
する職員

正規の勤務時間が休日、早
番、遅番に該当したとき

救急診療手当 医師
当直中に救急患者の診療に
従事したとき

患者1人につき　　　　　　3,000円

危険業務従事手当 職員
職員が身体に危害を受けた
とき

正規の勤務時間外に救急医

1件につき　　　　　　　　　3,000円

１時間以上の勤務１回につき
　　　　　　　　　　　　　10,000円

　　　　　　　　　　　　　15,000円

オ　時間外勤務手当
支給実績（18年度決算） 173,149 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（18年度決算） 587 千円

千円支給職員１人当たり平均支給年額（19年度決算） 484

カ　その他の手当（平成20年4月１日現在）  
国の制度 国の制度と 支給実績 支給職員１人当たり

手　当　名 内容及び支給単価 との異同 異なる内容 （19年度決算） 平均支給年額

（19年度決算）

扶養手当 一般会計に同じ 27,810 千円 222,482 円

住居手当

通勤手当

一般会計に同じ

一般会計に同じ

一般会計に同じ

20,355
21,133

千円

千円

146,441
68,836

円

円

管理職手当 （ただし副院長は
　給料月額×25/100）

一般会計に同じ

14,795 千円 870,287 円

管理職員特別勤務手当 （ただし健診センターは 37 千円 2,176 円

夜間勤務手当

　１勤務　10,000円）

一般会計に同じ

医師　１回　平日20,000円
                休日25,000円 医師

27,025 千円 150,979 円



４　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

５　職員の分限及び懲戒処分の状況

６　職員の服務の状況

政治的行為の制限

その職員の責任を問うことを目的として行う職員に対する制裁措置をいいます。懲戒処分の種類に

　　　　　　　　暇、夏季休暇などがあります。

 います。市民サービスの向上、業務の効率化などの目的で、勤務時間帯をずらしたり、交替制勤務と

されています。
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（1）勤務時間
　１日の勤務時間は、8時30分から17時15分までを基本とした週40時間勤務で、原則週休２日制となって

 としたりするなど、業務内容によって異なる勤務形態をとっています。

（2）休暇制度
　休暇には大きく次の４つがあります。

①年次有給休暇：１年（暦年）あたり20日間与えられます。使用残日数があるときは、20日を限度と

　　　　　　　　して翌年に繰り越すことができます。

②病気休暇　　：病気療養に必要な期間（90日以内）について有給で与えられます。

③特別休暇　　：特定の事由がある場合に有給で与えられます。結婚休暇、忌引休暇、産前・産後休

④介護休暇　　：家族の介護が必要な期間（連続する６月以内）について無給で与えられます。

（1）分限処分の
区　　　分

状況（平成19年
免　　職

度）
降　　任 休　　職 合　　計

市長部局など 0 0 15 15

教　　　育 0 0 1 1

16合　　　計 0 0 16

　分限処分は、疾病等のため、職員がその職責を十分に果たすことが出来ない場合に、公務能率を

維持することを目的として行う職員に対する不利益処分です。分限処分の種類には、免職、降任及

び休職の３種類があります。

（2）懲戒処分の
区　　　分

状況（平成19年
免　　職

度）
停　　職 減　　給 戒　　告 合　　計

市長部局など 0 1 1 1 3

教　　　育 0 0 0 0 0

1 3合　　　計 0 1 1

　懲戒処分は、職員が公務員としてふさわしくない非違行為を行った場合に、公務秩序を維持し、

は、免職、停職、減給及び戒告の４種類があります。

　服務に関する基本原則の概要

基本原則 概　　　　要

職員は全体の奉仕者として、勤務時間中全力で職務を遂行しなければい
職務専念義務

けません。

職員は職の信用を傷つけたり、職の全体の不名誉となる行為をしてはい
信用失墜行為の禁止

けません。

職員が営利企業等に従事することは制限されており、従事する場合には
営利企業等の従事制限

許可を受けなければいけません。

争議行為等の禁止 職員は争議行為等が禁止されています。

守秘義務 職員は職務上知り得た秘密を漏らしてはいけません。

職員は政党その他の政治団体の結成等に関与する等の政治的行為が禁止



７　職員の研修及び勤務成績の評定の状況

８　職員の福祉及び利益の保護の状況

　労働安全衛生法に基づき、職場における職員の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進するため、

　公務災害補償については、地方公務員災害補償法に基づき地方公務員災害補償基金が、共済制度については、

　公平委員会の業務の状況（措置要求、不服申立て）

　職員の能力・資質、業績、勤務態度等を把握して勤務評定を行い、昇任、配置転換等の人事管理を実施

その他研修 13

0
勤務条件に関する措置の要求

不利益処分に関する不服申立て

0

人材育成カレッジ 588 81

（1）研修実施状況（平成19年度）
①市実施研修状況

研　　　修　　　名 受講者数 実施日(回数)数
部長研修 24 1
課長研修 77 4
係長研修 26 2
新規採用職員研修（採用時研修） 19 5
新規採用職員研修（事業創造研修１） 13 2
新規採用職員研修（事業創造研修２） 17 2
新規採用職員研修（総合案内研修） 10 10
新規採用職員研修（ごみ資源収集体験研修夏期） 18 4
新規採用職員研修（ごみ資源収集体験研修冬期） 17 4
新規採用職員研修（福祉施設体験研修） 17 18
技能労務職員研修 136 9
政策形成研修 22 2
企画力向上研修 54 6
目からうろこ研修 372 3
市長との意見交換会 4 1

計 1,414

②派遣研修
派　　遣　　先 派遣人数

三重県自治会館組合 35
自治大学校 1
市町村アカデミー 8
国際文化アカデミー 12
三重県 4
三重県地方自治研究センター 10

合　　　　　計 83

（2）職員の勤務評定の実施状況

しています。

（1）健康に関すること

安全衛生委員会の開催、健康診断等の安全衛生事業を実施しています。

（2）その他の福利厚生

地方公務員等共済組合法に基づき三重県市町村職員共済組合がそれぞれ主体となり制度を実施しています。

９　公平委員会の報告

①職員は給与等勤務条件に関して当局が適当な措置を講じるよう公平委員会に要求することができます。

②職員は、懲戒その他意に反する不利益な処分に関して、公平委員会に不服の申立てをすることができます。

　公平委員会の業務の状況（平成１９年度実績）
業　務　の　種　別 件　数

15


	市町村版

